
函館市監査公表第１２号  

 函館市長から，包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が

あったので，当該通知（写）を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の３８第６項の規定により，別紙のとおり公表する。  

  令和５年８月１７日  

 

               函館市監査委員 小 野   浩   

               函館市監査委員 本 間 裕 邦   

               函館市監査委員 浜 野 幸 子   

               函館市監査委員 斉 藤 佐知子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



函 土 管 ,

令和 5年 (2023年 )7月 2o日

函館市監査委員 様

函館市長 大 :泉   潤

令和 4年度 (2022年度)包括外部監査の結果に基づく措置ゅ

通知について ,

令和 5年 (2023年)3月 30日―に報告を受けた包播外部監査の結

果に基づき,ま たは当該監査の結果をか考として講じた措置について,

地方自浴法第252条の38第 6項の規定により,別紙のとおり通知い

たします。     |     、



別紙

1 指摘事項

令和 4年度 (2022年度)包括外部監査め結果に基づく措置

(特定の事件名 公有財産等に関する事務の執行および管理の状況につぃて)

監査対象

部局等

指摘事項の概要 報告

書へ

―ジ

措置の内容

土木部

用地管理

課

契約書が存在しない

美原3丁 目183番 338,339地 上権設定

にかかる契約書が存在しないものがあ

る。

64 当該契約書につきましては,民有地内に市の

地下雨水排水管が越境していたことから,地上

権を設定して引き続き存置するにあたり,平成

8年 2月 26日 に土地所有者と締結したもの

であり,現在,契約書を紛失しておりますが,

登記事項証明書により,地上権が適正に設定さ

れていることを確認しております。

今後は

'書

類の適切な管理を徹底し,再発防

止に努めてまいりたいと考えております。

土木都

公園河川

管理課

温泉権に関する書類が存在しない

ふれあい湯遊館で使用する温泉権に

関する書類が存在しない。

64 当該施設につきましては,平成 6年に戸井町

が開設し,その後,平成 16年の合併に伴い戸

井町から函館市へ所管が移つたものであり,当

該土地および施設は函館市が所有しているこ

とから,温泉権に関する権利書はありません。

ただし,温泉法に基づく,温泉掘さくおよび

温泉動力の装置許可につきましては,本書を紛

失しておりますが,その写しにて確認しており

ます。

今後は,書類の適切な管理を徹底し,再発防

止に努めてまいりたいと考えております。


